
民生福祉常任委員会審査日程 
 

日 時  平成３１年１月１８日（金) 

午前１０時 

場 所  第１委員会室 

         

～審査内容～ 

 

１ 所管事務調査 健康マイレージについて（健康増進課） 

 

 

 

２ 所管事務調査 空家対策について（市民生活課） 

 

 

 

３ 所管事務調査 子育て支援について（子育て支援課） 

 

 

 

４ 所管事務調査 地域福祉計画・地域福祉活動計画について（社会福祉課） 

 

 

 





子育て いいね！
山陽小野田市は、子育て世代から選ばれるまちを目指します

～産んで安心 育てて安心～

❶ 妊娠、出産から切れ目のない寄り添う支援
～6つの子育て支援事業を一つの施設でワンストップ～

子育て世代の誰もが気軽に立ち寄れる子育て支援の拠点施設「山陽小

野田市子育て総合支援センター スマイルキッズ」。親子がくつろいで

交流でき、保健師や保育士などの専門職員が妊娠期から子育て期まで切

れ目なく寄り添い、きめ細かな支援を行います。

●子育てコンシェルジュ

保育の知識と経験をもつ子育てコンシェルジュによる子育て世代に寄

り添った子育ての相談助言、情報提供。

●子育て世代包括支援センター・ココシエ

保健師による妊娠期から出産、育児期まできめ細かな相談支援。

●プレイスペース・キッズキッチン（地域子育て支援拠点）

広くて明るいプレイスペースで、親子の交流、子育て不安や負担感を

軽減。キッズキッチンでの食育講座をはじめ様々な子育て講座を開催。

●ファミリーサポートセンター

一時的に子育てを助け合う市民相互の援助活動の窓口。

●家庭児童相談

児童虐待その他支援が必要な家庭や児童に対する相談支援。

●母子保健事業

安心して妊娠・出産・育児をするための様々な母子保健サービス。

・妊娠届出時の面談 ・家庭訪問 ・妊産婦、乳幼児健康診査

・マタニティスクール ・育児学級 ・不妊治療費助成 など

※出産後の充実したサポート

出産後、ママとパパが安心して子育てができるよう、保健師や専門機関が

ママの体と心の健康状態を確認し適切に支援。・産後ケア ・産婦健康診査

県内で最初の取組

❷ 充実した産科医療体制（市民病院）
経験豊かな助産師をはじめ専門スタッフが安全で安心な分娩を支援します。

・助産師外来 ・マタニティヨガ ・理学療法士による腰痛運動療法

・母子同室 ・LDR（陣痛・分娩・回復室） ・アフターヨガ（パパママ教室）

・産婦人科相談室「ひだまり」（母乳相談） ・不妊相談、不妊症治療

❸ 乳幼児期からの食育推進
乳幼児期から食に関心を持ち、様々な食体験を通して食の知識やマナーを学

ぶ機会を提供し、生涯にわたって正しい食生活を推進します。
・もぐもぐはかせ教室（2～3歳） ・ミニしょくいくはかせ教室（4～6歳・未就園児）

・ねたろう食育博士養成講座（小学生以上）

県内で最初の取組

❹ おなかの赤ちゃんと絵本の出合い
～全国初のマタニティブックスタート～

おなかにいる時から赤ちゃんに絵本を読み、親子で心を通わすマタニティ

ブックスタートをはじめ、読書を通して親子が成長する様々な機会を中央図書

館から提供します。
・マタニティブックスタート ・ぬいぐるみ図書館お泊り会 ・絵本で子育て講座

・乳幼児向けブックリスト ・絵本で笑顔！フォトコンテスト

❼ まち全体で、家庭教育支援チーム
家庭教育支援チームが、学校や公民館で相談会や講座を開催し、子育てや家

庭教育に悩む保護者を支援します。
・公民館ｄｅ子育て応援カフェ ・就学時健康診断子育て講座 ・子育てサロン

・ネットとっくりがま「『親子の学び』プログラムｉｎ山陽小野田」

❺ 生活改善とモジュール学習による学力向上
早寝・早起き・朝ごはんで心と体の土台をつくり、学校のモジュール学習で

脳を鍛え、子どもの学力向上を図ります。
・生活習慣の改善 ・授業開始前のモジュール学習

❽ 乳幼児、子どもの医療費を応援
子育て家庭の経済的負担を軽減し、子どもの健康の増進と健やかな成長を支

援します。
・未就学児は完全無料 ・小中学生の自己負担を３割から２割に軽減（所得制限あり）

全国で最初の取組

県内で最初の取組

❻ 小･中学生の学びや育ちをコミュニティ･スクールが応援
コミュニティ･スクールである市内すべての小・中学校で、保護者や地域住民

が参画する｢学校運営協議会｣が中心となって積極的に学校や家庭を応援します。
・登下校の見守り支援 ・ボランティアによる読み聞かせ



　この表は、妊娠期から出産・育児と、子どもの成長過程ごとの山陽小野田市の主な子育て支援施策をまとめたものです。

ライフステージ 妊娠前 妊娠期 新生児
（０歳～）

乳児期
（1歳～）

幼児期
（～６歳）

学齢期
（小学生）

学齢期
（中学生）

　不妊治療費助成
　妊娠届時の面接
　妊婦健康診査費用助成､
　マタニティスクール

充実した
産科医療体制
（市民病院）

不妊相談、
不妊症治療

 妊婦健康診査、助産師
 外来、マタニティヨガ

未就学児からの
食育推進 　

幼児食に向けてのス
テップアップ教室

もぐもぐはかせ教室
　ミニしょくいく
　はかせ教室

おなかの赤ちゃんと
絵本の出合い

　マタニティブック
　スタート

モジュール学習で
学力向上

学びや育ちを
コミュニティ・スクール

が応援

まち全体で家庭
教育支援チーム

 公民館ｄｅ子育て応援カフェ、ネットとっ
 くりがま「親の学び」プログラム、
 子育てサロン、就学時健康診断子育て講座

乳幼児、子どもの
医療費を応援

　５.家庭児童相談：支援が必要な家庭や児童の相談支援

妊娠、出産から
切れ目のない
寄り添う支援

子育て総合支援センター

スマイルキッズ

　６.母子保健事業：

　未就学児の医療費完全無料（所得制限なし） 　小中学生の自己負担３割を２割に（所得制限あり）

　１.子育てコンシェルジュ：子育て世代に寄り添った子育ての相談助言、子育てサービスの情報提供

　２.子育て世代包括支援センター・ココシエ：保健師による妊娠期から出産、育児まできめ細かな相談支援

　乳幼児健康診査、育児学級、すくすく相談、幼児食に向けての
　ステップアップ教室、家庭訪問、産後ケア、産婦健康診査

　ねたろう食育博士養成講座

　乳幼児向けブックリスト、ぬいぐるみの図書館お泊り会、子育て絵本カフェ、絵本で笑顔！フォトコンテスト

　授業開始前のモジュール学習、生活習慣の改善

　母子同室、産後ケア受入れ、母乳相談、アフターヨガ、各種予防接種

　３.プレイスペース・キッズキッチン（地域子育て支援拠点）
　　　：親子の交流、子育ての不安や負担の軽減、子育て講座

　４.ファミリーサポート：一時的に子育てを助け合う市民相互の援助活動

　登下校の見守り支援、ボランティアによる読み聞かせ

県内で最初の取組

全国で最初の取組

県内で最初の取組

6つの子育て支援事業を

一つの施設でワンストップ

県内で最初の取組
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様式第４号 

市民意見公募（パブリックコメント）の実施結果について  

 

件    名 山陽小野田市地域福祉計画・地域福祉活動計画 

意見募集期間 平成３０年１０月１日（月）～１０月３１日（水） 

公表した資料 山陽小野田市地域福祉計画・地域福祉活動計画（案） 

意見の件数 ３ 名   ８ 件 

 

意見の概要と市の考え方等 

項     目 意 見 の 概 要 市の考え方又は対応 

計画の表題 計画に「第１次」と付け

加えるべきである。 

 御指摘のとおり修正しま

す。 

制定者ついて 民間組織である社会福

祉協議会と連名で制定す

ることに違和感がある。制

定者は「山陽小野田市」と

すべきである。 

 計画の位置付けにありま

すとおり、市が社会福祉法第

１０７条の規定に基づき、地

域福祉の理念や仕組みをつ

くる「地域福祉計画」を、社

会福祉法第１０９条の規定

に基づく社会福祉協議会が、

地域福祉の推進を目的とす

る実践的な活動・行動計画と

して「地域福祉活動計画」を

策定することとしています。 

 これら二つの計画は密接
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な関係にあるため、協働で策

定しています。したがって、

制定者は市と市社会福祉協

議会とし、原案どおりとしま

す。 

第４章の構成 

（３６ページ） 

基本目標を達成するた

めに、「住民や地域」「行政」

「市社会福祉協議会」が取

り組むべき事項が述べら

れているが、第４章の冒頭

にその旨を述べておくこ

とが必要ではないか。 

 第４章の構成について、わ

かりやすいものとなるよう、

第４章の冒頭に説明を加え

ます。 

第４章の「山陽小

野田市生活支援体

制整備事業イメー

ジ図」について 

（６０ページ） 

 

第７期山陽小野田市高

齢者福祉計画」に掲載して

いるこの図を本計画に引

用する意図が不明である。 

「第二層生活支援コー

ディネーター」が図下部に

二つあるが、二つのパター

ンしかなく、全ての校区が

どちらかに入ることを示

しているのか。 

 図は「山陽小野田市支え合

いの地域づくり推進協議体」

（以下、「協議体」という。）

を表しています。協議体は地

域福祉の推進に大きな役割

を担うことから、この図を掲

載しています。 

 また、図は協議体の配置・

構成のイメージですので、全

ての校区が二つのパターン

のどちらかに当てはまると

いうわけではありません。 

第５章の「３計画

の評価と見直し」

について（６４ペ

ージ） 

 ＰＤＣＡサイクルの

「Ａ」は Action と表現さ

れているが、シューハート

やデミングらが提唱した

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サ イ ク ル は 、

 「ＰＤＣＡ」の「Ａ」は、

御指摘のとおり「Act」とす

るものもあれば、「Action」

としているものもあり、市と

しては「Action」を使用して
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「Plan（計画）→Do（実

行）→Check（評価）→Act

（改善）」である。これに

従えば、「Ａ」は Act にな

る。 

おり、「Ａ」を意味する「改

善」をしっかり行ってまいり

ます。よって、原案どおりと

します。 

その他 地域の活動拠点として、

いつでも誰もが気軽に立

ち寄って、話をしたり、相

談し合ったりする場所が

あるとよい。 

 御意見として承り、今後検

討してまいります。 

その他 第二次山陽小野田市総

合計画の基本理念「住みよ

い暮らしの創造」は福祉以

外に、環境、防災、地域づ

くり等、一人ひとりの住

民・市民の活動に負うとこ

ろが多く、よりわかりやす

い体系的整合性が求めら

れる。 

 市の最上位計画である第

二次山陽小野田市総合計画

と本計画の整合性を図りな

がら、地域住民をはじめ、関

係機関と連携し、地域福祉を

推進してまいります。 

その他 食事の提供をはじめ、地

域交流や子どもの学習支

援を目的として自治会内

に地域食堂を設置したい。

市役所、市社会福祉協議会

から３年程度助成金をい

ただいき、その後は自主運

営に切り替えるものとす

る。 

 御意見として承ります。 

※項目ごとに整理して記載 


